LP（ランディングページ）制作契約書

本契約は、以下のとおりLP（ランディングページ）の企画・デザイン・コーディング等の制作業務に関して、委託者と受託者の間で締結されるものである。

第1条（目的）
本契約は、甲が乙に対して、甲の指定する商品の販売促進・サービス紹介・問い合わせ獲得等を目的としたランディングページ（以下「本件LP」という。）の制作を委託し、乙がこれを受託して制作するにあたり、双方の権利義務関係を明確に定めることを目的とする。
　
第2条（業務の範囲）
1. 乙は、甲の依頼内容に基づき、以下の業務（以下「本件業務」という。）を遂行する。
　(1) ページ構成、ワイヤーフレーム、コピーライティング等の企画立案
　(2) デザイン制作（PC・スマートフォン対応）
　(3) コーディングおよびCMS実装（必要に応じてWordPress等を使用）
　(4) フォーム設置、アクセス解析タグ埋め込み、公開設定
　(5) 納品後の初期動作確認および軽微な修正対応
2. 本件業務の詳細・納品物の仕様・スケジュールは、別紙仕様書または電子メールによる合意内容に従うものとする。
　
第3条（報酬および支払条件）
1. 本件業務に対する報酬額は、甲乙協議のうえ別途定める。
2. 甲は、乙が請求書を発行した日から原則として30日以内に、指定口座へ振込により支払う。
3. 銀行振込手数料は甲の負担とする。
4. 制作開始後に甲の都合で中止となった場合、乙は中止時点までの作業実績に応じた金額（着手金・作業費）を請求できる。
　
第4条（著作権の帰属）
1. 本件LPに関する著作権（著作権法第27条および第28条を含む）は、乙に帰属するものとする。ただし、甲が報酬の全額を支払った時点で、乙は本件LPの使用に必要な範囲で甲に対し利用許諾を付与する。
2. 前項にかかわらず、乙が汎用的に使用するテンプレート、プログラム、素材等の著作権は乙に留保され、甲は本契約目的の範囲外で使用してはならない。
3. 甲が納品物を改変・複製・再配布する場合は、乙の事前の書面承諾を得るものとする。
　
第5条（制作素材の提供）
1. 甲は、LP制作に必要なテキスト、画像、ロゴ、商品情報などの素材を、乙が指定する期日までに提供するものとする。
2. 甲の素材提供の遅延により納期が遅れた場合、乙はその責を負わない。
3. 提供素材に第三者の権利侵害がある場合は、甲の責任と負担においてこれを解決する。
　
第6条（納品・検収）
1. 乙は、本件LPを完成後、甲の指定方法により納品する。
2. 甲は納品後7日以内に検収を行い、不具合または仕様不一致がある場合はその旨を乙に通知するものとする。
3. 検収期間内に甲が異議を述べない場合は、納品物は承認されたものとみなす。
4. 納品後の軽微な修正は、検収後7日以内に申し出があった場合のみ、乙が無償で対応する。
　
第7条（再委託）
乙は、本件業務の一部を第三者に再委託できる。ただし、乙は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
　
第8条（秘密保持）
1. 甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の営業上または技術上の秘密情報を、第三者に開示・漏えいしてはならない。
2. 本条の義務は契約終了後も3年間有効に存続する。
　
第9条（納期の変更・中止）
1. 天災、通信障害、または甲乙いずれかの責によらない事由により納期遅延が生じる場合、双方誠実に協議して新たな期日を定める。
2. 甲の都合により制作を中止する場合、乙は作業実績に応じた費用を請求できる。
3. 乙の責により納期が著しく遅延した場合、甲は相当期間を定めて催告し、是正されない場合には契約を解除できる。
　
第10条（免責）
1. 乙は、納品物の利用により甲が得る成果・効果について保証しない。
2. 公開後に生じたバグ・不具合・SEO順位の変動・広告効果の損失等について、乙は責任を負わない。
3. ただし、乙の重大な過失または故意による損害がある場合はこの限りでない。
　
第11条（損害賠償）
甲または乙が本契約に違反し相手方に損害を与えた場合、相手方の被った直接かつ通常の損害に限り、賠償責任を負うものとする。ただし、損害賠償額は本契約に基づく報酬総額を上限とする。
　
第12条（契約期間）
本契約の有効期間は契約締結日から本件業務完了日までとし、納品・検収完了をもって終了する。
　
第13条（契約解除）
1. 甲または乙が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告なしに本契約を解除できる。
　(1) 契約条項に重大な違反をしたとき
　(2) 支払停止、破産、民事再生等の申立てを受けたとき
　(3) 不正行為、信用失墜行為があったとき
2. 契約解除により損害が生じた場合、解除原因を生じさせた当事者は賠償責任を負う。
　
第14条（権利義務の譲渡禁止）
甲および乙は、相手方の書面による事前承諾なく、本契約上の地位または権利義務を第三者に譲渡、担保提供してはならない。
　
第15条（準拠法および管轄）
本契約は日本法に準拠し、本契約に関する一切の紛争は、乙の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
　
第16条（協議事項）
本契約に定めのない事項、または解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、円満な解決を図る。
　
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各自1通を保有する。
　
令和　　年　　月　　日
　
甲（委託者）
住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（署名または記名押印）
　
乙（受託者）
住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
代表者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（署名または記名押印）

